


|4 次の方は接種を受けることができませば
①明らかに発熱している方(3 7. 5℃以上）
②重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方

③このワクチンの成分によってアナフィラキシーを起こしたことが明らかな方
④その他、医師が予防接種を行うこと| ～ついて不適当な状態と判断した場合

|5 次の方は接種前に医師にご相談くだ:ぃ
①心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患のある方
②過去に予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギー を疑う症状のみられた方
③過去にけいれん（ひきつけ）を起こしたことがある方
④過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる方
⑤このワクチンの成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方

|6 接種後は以下の点に注意してください
(1) 予防接種を受けた後の 一 般的注意事項
①予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがあります。医師（医療機関）とす

ぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
②入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。

③接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
④接種後に発熱したり、接種した部位が腫れたり、赤くなったりすることがありますが、一般

に症状は軽く、通常、数日中に消失します。

(2) 副反応が起こった場合
予防接種の後、まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に、他の病気

がたまたま重なって現れることがあります。
予防接種を受けた後、 接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れる、息苦しくなる、顔面

が蒼白になる、じんましん、出血しやすい、出血が止まりにくい、手足の筋肉に力が入らない、
高熱、頭痛等の症状が現れたら、医師（医療機関）の診察を受けましょう。

その他、わからないことや気になる症状が発生した場合は、医師（医療機関）又は川崎市健
康福祉局保健所にお問合せください。

|7 予防接種健康被害救済制度についてl
予防接種法に基づく高齢者の肺炎球菌感染症予防接種により健康被害が発生した場合は、法

による救済措置があります。救済措置は、健康被害を受けた本人等が健康被害救済の申請を行
い、厚生労働大臣が認定した場合に受けることができます。

気になる症状が発生した場合は、医師または川崎市健康福祉局保健所にご相談ください。
|8 問合せ先

□川崎市予防接種コ ールセンタ ー（高齢者の肺炎球菌・高齢者のインフルエンザ専用番号）
受付時間 8時30 分から17時15分 月～金（祝日 ・ 年末年始除く）

電 話 044-200-0144 /FAX 044-200-3928 

※令和 2年4 月 1 日から電話番号が変わりました。

2 0 2 0年4月


